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  平成２２年３月３０日 

 

                    墨田区長  山  﨑    昇    

 

墨田区条例第１１号 



   墨田区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例 

墨田区道路占用料等徴収条例（昭和４７年墨田区条例第１２号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第３条中「の各号」を削る。 

 別表法第３２条第１項第１号に掲げる工作物の項中「５，４８０円」を「６，５７

０円」に、「８，５６０円」を「１０，２００円」に、「１１，６００円」を「１３，

９００円」に、「３，１２０円」を「３，７４０円」に、「５，０４０円」を「６，

０４０円」に、「６，９４０円」を「８，３２０円」に、「４３０円」を「５１０

円」に、「５７円」を「６８円」に、「２８円」を「３３円」に、「４，３２０円」

を「５，１８０円」に、「２，８８０円」を「３，４５０円」に、「８，９２０円」

を「１０，７００円」に、「１７，０００円」を「２０，４００円」に、「７，８７

０円」を「９，４４０円」に改め、同表法第３２条第１項第２号に掲げる物件の項を

次のように改める。 

 

 外径が０．０４メートル未満のもの 
 

１３０円 

 
外径が０．０４メートル以上０．０７メートル未

満のもの 

 
２２０円 

 
外径が０．０７メートル以上０．１メートル未満

のもの 

 
３３０円 

 
外径が０．１メートル以上０．１５メートル未満

のもの 

 
５１０円 

外径が０．１５メートル以上０．２メートル未満

のもの 
６８０円 

法第３２条

第１項第２

号に掲げる

物件 
外径が０．２メートル以上０．３メートル未満の

もの 

長さ１メート

ルにつき １ 

年 １，０４０円 

 
外径が０．３メートル以上０．４メートル未満の

もの 

 
１，４００円 

 
外径が０．４メートル以上０．７メートル未満の

もの 

 
２，４１０円 

 外径が０．７メートル以上１メートル未満のもの 
 

３，４５０円 

 外径が１メートル以上のもの 
 

６，９１０円 

 

別表法第３２条第１項第３号に掲げる施設の項中「６，０４０円」を「７，２４０



円」に改め、同表法第３２条第１項第４号に掲げる施設の項中「７，８７０円」を

「９，４４０円」に改め、同表法第３２条第１項第５号に掲げる施設の項中「０．０

０８」を「０．００７」に、「１１，３００円」を「１０，４００円」に、「５，６

６０円」を「６，２５０円」に、「６，８５０円」を「８，２２０円」に改め、同表

法第３２条第１項第６号に掲げる施設の項中「１７０円」を「２００円」に、「１７，

０００円」を「２０，４００円」に改め、同表令第７条第１号に掲げる物件の項中

「１７，０００円」を「２０，４００円」に、「７，２００円」を「８，６４０円」

に、「１７０円」を「２００円」に、「１７０，０００円」を「２０４，０００円」

に、「８５，０００円」を「１０２，０００円」に改め、同表令第７条第２号に掲げ

る工事用施設及び同条第３号に掲げる工事用材料置場の項中「１０，８００円」を

「１２，９００円」に、「３，４８０円」を「４，１７０円」に、「１７，０００

円」を「２０，４００円」に改め、同表令第７条第４号に掲げる仮設建築物及び同条

第５号に掲げる仮設収容施設の項中「７，８７０円」を「９，４４０円」に改め、同

表令第７条第６号に掲げる施設並びに同条第７号に掲げる施設及び自動車駐車場の項

の次に次のように加える。 

 

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設

けるもの 

Ａに０．０１１

を乗じて得た額 

令第７条第

８号に掲げ

る応急仮設

建築物 
その他のもの 

占用面積１平

方メートルに

つき １年 
Ａに０．０２４

を乗じて得た額 

 

別表備考６中「とき又は」を「とき、又は」に改め、同表備考７中「又は」を「、

又は」に改める。 

   付 則 

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占

用料から適用する。ただし、同日前に占用許可を受け、既に占用料を納付したもの

については、なお従前の例による。 


